
生活習慣病は、自覚症状がないまま進行

します。仕事などで忙しい方や、健康に自

信がある方ほど、体の小さな異常を見逃し

がちです。自覚症状が出る前に、１年に１

回、特定健康診査を受けてチェックしまし

r・

健診の結果、メタボリックシンドローム

の危険性が高い方は…

特定保健指導をご利用ください。
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改善するために、医師や保健師管理栄養

士が手助けさせていただくものです。メタ

ボリックシンドロームから生活習慣病にな

らないためにも、特定保健指導利用券が届

いた方は、ぜひご利用ください。

籍憲鍵曝診萱で塗糟醤'憤縮予購篭哩

『 受診券を紛失された方には再発行しますので、

保険年金課給付係までお問い合わせください。

忙しくて時間がない…
健康には自信がある…

そんなあなたにも必要な健診です。

がん、心臓病、脳卒中 ．】｡｡

生活習慣病は日本人の死因の

上位を占めています。

生活習慣病は、ある程度進行すると治り

にくい病気です。一方で、食事、運動、喫

煙などの生活習慣を見直すことで、病気に

なる危険性を減らすことができます。

特定健康診査は、生活習慣病になる前の

段階で異常を発見することを目的としてい

(平成２１年人口動態統計より）

※大和郡山市国民健康保険以外の保険証をお持ちの方は、ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。
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『

特定健康診査の結果、メタボリックシン

ドロームになる危険性が高いと判定された

方には、「特定保健指導利用券」をお送り

します。

特定保健指導は、対象の方の生活習慣を

受診券
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ジェネリツク医薬品を
使ってみませんか？

〃

群多‘捌懲蕊§”側
薬代の負担が軽くなります。

新薬の特許期間が切れた後に作られた薬です。新薬よりも安価に製造できるため、薬代の負担軽

減につながります。特に、脂質異常症や高血圧症、糖尿病といった慢性的な病気で、長期にわたっ

て薬を服用している方は、大きく薬代を減らすことができます。
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｢ジェネリック医薬品についてのお知らせ」をお送りしています。

大和郡山市国民健康保険では、ジェネリック医薬品に切り替えたときに、薬代の負担が軽くな

る可能性のある方に、１年に３回程度、「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」をお送りして
います。みなさんがジェネリック医薬品を使うかどうかの参考資料としてお役立てください。

☆まずは､医師｡薬剤師にご相談ください。

新薬によってはジェネリック医薬

品がない場合や、ひとつの新薬に対

して複数のジェネリック医薬品があ

る場合もあります。

薬には有効成分以外に香りや味、溶

けやすくする成分などの添加物が含ま

れています。新薬との添加物の違いか

ら、人によって効果や副作用の現れ方

が変わることがあります。

症状などによって、医師がジェネ

リック医薬品に変更しない方がよい

と判断する場合があります。
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1．医療費の鐙知らせ』,をご覧いただいていますか？
みなさんが病院などを受診されたとき、窓□でお支払いになる医療

費は、実際の医療費全体の３割（義務教育就学前の方は２割、７０歳

以上の方は１割または３割）です。残りの費用は、みなさんの保険料
などから支払われています。

大和郡山市国民健康保険では、医療費がどれぐらいかかっているか
をみなさんに知っていただくとともに、医療機関からの請求が間違っ

ていないかをチェックしていただくために、「医療費のお知らせ」を年

６回お送りしています。

次回の発送は

平成23年1月
の予定です。

卜

実際に受診された情報と相違ありませんか？
保険証を使って病院や接骨院、整骨院、誠灸院などを受診されたときは、必ず領収書や明細書をもらい
ましょう。「医療費のお知らせ」をお送りするまでには数ヶ月かかりますので、領収書や明細書は大切に保
管してください。「医療費のお知らせ」が届きましたら、内容をよくご確認ください。

受診した覚えのない病院名は載っていませんか？
受診日数や医療費の金額に誤りはありませんか？

領収書やお手元のメモなどと「医療費のお知らせ」の内容がもし違っていたら、市役所までご連絡くだ
さい。原因を調査し、ご報告いたします。ご協力いただいたみなさんにご迷惑をおかけすることはありま
せん。※詳しい見方は、「医療費のお知らせ」の裏面に記載していますので、ご覧ください。
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その示談の内容が侭先されるため、国民健康 必要な箇所に印鑑を捺印してください。

･交通事故の場合には、まず事故を雪察に

届け出て、後日事故証明書の交付を受け、
届出用紙と一緒に提出して下さい。
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届出に必要なもの
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☆必ず保険年金課までご絹談下さい。

交通事故や傷害事件などによるけがの治療を受ける場合にも、あらかじめ届出を行ったうえで、匡

民健康保険を使って治療を受けることができます。必ず保険年金課に相談のうえ、届出を行って

下さい。

、 ノ

『 『次の場合は国民健康保険を使って、
治療を受けることができません。

、
を使医療費は原則加害者が

負担します。

Iまま

被害者本人が酒酔い運転や無免許運転など、交通事故などで国民健康保険を使って治療

を受ける届出を行った場合には、大和郡山市 法令違反を犯した場合

が一時的に医療費の一『。 加害者から治療言を受け取っている場合
部を立て替え、後でｶロ

業務上のケガで労災保険が適用される場合
害者に対して負担すべ

自己の故意の犯罪行為による場合き分を請求します。

、
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豚

豚示談の前には
必ずご相談ください。

とがあります。

に返還していただくこ す。詳しくは、各損害保険会社の窓□にお問

奈良県交通事故相談所（県庁内）電話Ｏ７４Ｚ－Ｚ７－８７３１

相談時間月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分

届出を行う前に、加害者から治療言をもらっ ･保険年金課に届出用紙がありますので
必要事項を記入して裸出してください。また、たり、話し合いがついて示談をしてしまうと、

、

い合わせ下さい。

保険で立て替えた医療費を加害者に請求でき

＜なる場合がありますので、示談の前に

保険年金課までご相談下さい。
な
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者の方から大和郡山市
垣する政府保障事業に請求することができま

『
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届出を行わなかった場合は･･･

『 詞 司

Fひき逃げなどによる
事故のときには？

替えた医療費を、被害
加害者に代わって、被害者が受けた損害を補

ひき逃げや無保険、盗難車などにより、加国民健康保険が立て
害者から賠償を受けられない場合には、国が

【交通事故でお困りのときの無料相談窓口



雇用保険

受給資格者証

、倒産。解雇等の事業主都合による離職（雇用保険の特

定受給資格者）や雇い止めなどにより離職（特定理由

離職者）したため職場の健康保険を脱退し、国民健康

保険に加入された人を対象に、国民健康保険税の軽減

申請を受付しています。
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四☆対象となる
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|☆軽減期間

、⑳「雇用保険受給資格者証」の離職理監

コードが次のいずれかであること。

（離職理由コード番号

11,12,21,22,23,31,32,33,34）

i、大和郡山市の国民健康保険に加入して
いること。

、離職時点で６５歳未満であること。
③平成２１年３月３１日以後の離職によ
り、「雇用保険受給資格者証」を持って

いる人
へ
４
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l☆軽減額Ｉ
対象者の前年給与所得を

３０/１００とみなし平成２２

年度国民健康保険税を算定

します。

l☆申請方法Ｉ
国民健康保険証、「雇用保険受給資格者証」および

印鑑を持参し、ご手続きください。

※「雇用保険受給資格者証」がないと手続きできませんので、

失わないようにしてください。

紛失した場合の再発行は、ハローワークにお問い合わせください。

◎受付・問合せ１０３番窓口保険税係（内線３２４．３２９）

、
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国展健康保険説の軽減申請を受付しています
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※保険証のサイズにあわせた

カードケースを、市役所保険

年金課。支所でご用意してい

ます。

ご入用の方は窓□までお越

しください。
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※市役所のホームページで、

国民健康保険に関する申請害

のダウンロードができるよう

になりました。手続きの方法

などは、保険年金課までお問

い合わせください。
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離 職した巳

平成２１年３月３１日～平成２２年３月３０日

平成２２年３月３１日～平成２３年３月３０日

１呆険税の軽減期間
Ｉ

〃

平成２３年３月まで（２２年度分）

平成２４年３月まで（２２，２３年度分）


